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４ 手続きの流れ 

  届出の対象となる行為を行う場合は、行為に着手する 30日前までに、役場

企画振興課へ届出が必要になります。なお、行為着手までを円滑に進めるた

めに、事前協議の場を設けることにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 前 協 議 

町の担当窓口において、景観計画に関する資料閲覧や、基準についての相談を行います。 

行 為 の 届 出 

行為に着手する日の 30日前まで 

景観計画への適合審査 

 
基準に適合 基準に不適合 

指導・助言 

勧告 

変更手続き（基準に適合） 

適  合  通  知 

行  為  の  着  手 

庁内での検討・協議 

景観審議会での検討・指導 

文化財専門委員会での検討・指導 

完  了  報  告 


